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ID: 324   

担当部署: 経済観光部 農林水産課  

処分の概要 特定農用地利用規程の有効期間の延長の承認 

法 令 名 

根 拠 条 項 
農業経営基盤強化促進法施行令 第10条ただし書 

法 令 番 号 昭和55年政令第219号 

【基準】 

 政令第9条の規定による。 

 (特定農用地利用規程の有効期間) 

第9条 特定農用地利用規程の有効期間は、法第23条第1項の認定を受けた日から起算して5年と

する。ただし、同項の認定を受けた団体は、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業

法人又は特定農業団体の同意を得た場合には、農林水産省令で定めるところにより、同意市

町村の承認を得て、その有効期間を5年を超えない範囲内で延長することができる。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成 27 年 4 月 1 日 最終変更年月日  平成 30 年 11 月 16 日 

 


